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 社会情勢や地域を取り巻く環境が大きく変化している中で、自治会・町内会の解散、退会

や未組織化により、加入率が更に低下しています。また、一人暮らしや認知症高齢者の見守

りなどの地域福祉活動、いつ起こるかわからない災害への対応など、地域における課題は、

年々高度化・複雑化しており、これまで以上に担い手の確保が求められています。 

 このような中「コミュニティ活動の在り方検討委員会」が設立され、持続可能な「コミュ

ニティ活動の在り方」について、様々な視点から調査・検討が進められ、市長に提言しまし

た。今年度は提言内容を踏まえ、コミュニティと市が協働に関する理解を深め、行動計画を

策定します。 

 また、地域福祉の充実、自主防災力の向上、ふれあい戸別収集支援、学校運営協議会制度

への参画など、各地域に共通する課題の解決に向け重点的に検討し、適切な対応を図ります。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染症で、活動の自粛を余儀なくされました。今年度も未

だ終息の見通しが立たない中で「自分の地域は自分の創意と努力でつくり上げる」誰もが

「この町に住んでよかった」、「住み続けたい」と実感できるまちにするため、市と緊密に連

携しながらコミュニティ全体で推進します。 

 

１．コミュニティの基盤強化 

コミュニティの基盤である自治会・町内会等の課題把握と積極的な支援を行うととも

に、コミュニティ活動への住民の参加等を促進し、コミュニティの基盤強化を図ります。 

（１） 自治会・町内会等未加入世帯などへの加入促進及び未組織地域への働きかけ 

（２） コミュニティ活動への住民の積極的な参加促進 

（３） PTA や高齢者クラブなどの地域各種団体との連携強化 

２．地域福祉活動 

少子高齢化が急速に進む中、高齢者等の生活環境の向上を図る必要があることから、地

区社会福祉協議会の機能を有する組織として、市関係課、社会福祉協議会、民生委員児

童委員協議会等との連携を強化し、地域福祉事業を推進します。 

（１） 社会福祉協議会及び民生委員児童委員等の地域福祉推進者と連携したひとり暮

しの高齢者や避難行動要支援者の見守り活動の推進 

（２） 幼児・高齢者・障がい者等への福祉活動の推進 

（３） 健康づくり運動の推進 

３．自主防災・防犯活動 

東日本大震災の経験を風化させることなく、「共助」の精神の下、防災訓練などに取り

組み、防災力の強化や防災意識の向上、啓発を図ります。 

 



（１） 防災・防犯意識の向上・啓発 

（２） 小・中学校等各団体との広域的な連携強化 

（３） 災害発生時の避難誘導などの初動体制の確立・シミュレーションの実施 

（４） 自主防災活動と組織の充実 

（５） 津波ハザードマップ、防災マップ、防災ハンドブックの活用 

（６） 自主防犯活動の推進 

（７） 自治会・町内会等が管理する防犯灯に関する市への協力 

４．生活環境保全活動 

生活環境を守り、住みよいまちをつくるために、エコライフへの取組や美化運動などの

活動を推進します。また、再生資源の回収については、引き続き、「再生資源回収シス

テム研究会」の取組方針に基づき、行政と連帯しながら進めます。 

（１） エコライフへの取組 

（２） 使用済み食用油及び使用済み小型家電の回収協力 

（３） 不法投棄防止の推進 

（４） まちの美化活動の推進 

（５） 落書き防止活動の推進 

（６） 違反広告物追放の推進 

（７） 高齢者等に配慮した新たなシステムによる再生資源の回収 

（８） 集積所への排出が困難な高齢者世帯等への支援 

５．青少年健全育成活動 

（１） あいさつ運動の推進 

（２） 青少年健全育成事業の推進 

（３） 小・中学校、保育園等との連携強化 

６．生涯学習活動 

住民の生きがいづくりや学習ニーズに応じた各種講座・教育活動を積極的に推進する

とともに、生涯学習事業を通して地域に潜在している人材の発掘・育成に努めます。 

（１） 各種講演会、講座、教室の充実 

（２） 体育、スポーツ活動の推進 

（３） 夏祭りや文化祭など、各種イベントの実施 

（４） 生涯学習の積極的な推進（地域の人材発掘・育成） 

７．広報活動 

（１） 広報紙の発行 

（２） ホームページの充実（最新情報の更新など） 

（３） 日立市報、市議会だより等の広報紙の配布 

（４） 広報紙を活用した防災等に関わる情報の発信 

 


